
（平成２１年３月４日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 5 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 2 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 11 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 7 件

年金記録確認岡山地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



岡山国民年金 事案 466 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 37 年 11 月から 38 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年 11月から 38年３月まで 

    申立期間については、その当時郵便局に勤務していた父が市役所で加入手

続をし、母が自宅に来た集金人に数百円支払っていたのを見た覚えがある。

私が将来困らないように両親が国民年金に加入し、保険料を納めてくれてい

たはずなので、未納になっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人については、申立期間以後の約 30 年間は保険料が納付済みとなって

いる上、申立人の将来を心配して国民年金の加入手続を行い、保険料を納付し

ていたとされる申立人の両親が、国民年金手帳記号番号払出日の昭和 38 年６

月時点でもさかのぼって納付可能な加入当初の５か月と短期間である申立期

間を未納のまま放置することは考え難い。 

また、申立人の姉は、「両親は申立人のことを特に心配しており、母からも

申立人の国民年金保険料を納付していたということを聞いたことがある」と証

言しているなど、申立人の主張に不自然さはうかがえない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



岡山国民年金 事案 470 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 58年５月から 60年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 
 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 58年４月から 60年３月まで 

昭和 58年５月 20日にＡ市に転入した際、市役所で国民健康保険の手続と

一緒に国民年金の加入手続も行い、同年５月１日に国民年金の資格を取得し

たので、５月以降、Ｂ銀行Ｃ支店の外回りの行員に国民年金の納付書と保険

料を渡していた。納期を忘れることもあったが、その際はＡ市役所へ直接保

険料を持参していたので、60年３月まですべて未納となっているのは納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 58 年５月にＡ市役所で国民健康保険と国民年金の加入手続

を行った際の担当職員や対応状況を窓口ごとに具体的に記憶している上、同年

５月 20 日から国民健康保険に加入していることが確認できることから、申立

人の主張は信憑
ぴょう

性が高い。 

また、申立人は、当時、Ｂ銀行Ｃ支店の外回りの担当行員Ｄ氏に納付書と保

険料を渡し、納付していたとしているところ、Ｄ氏は昭和 60 年１月までＢ銀

行Ｃ支店に勤務していたことが確認できる。  

さらに、Ａ市の申立人の国民年金被保険者名簿では、新規に払い出された国

民年金手帳記号番号（昭和 60年７月払出し）が記載された後、昭和 48年に払

出しを受けていた記号番号に訂正されている上、被保険者の性別や資格取得日

も訂正されており、かつ、申立人が保管している国民年金手帳の記号番号も同

様の修正が行われているとともに、初めて被保険者となった日も誤記されてい



るなど、行政側の事務処理が適切に行われていなかった可能性がうかがえる。 

加えて、申立人及びその妻は、申立期間以降、すべて納付済みであり、納付

意識が高かったことがうかがえる。 

しかしながら、申立期間のうち昭和 58 年４月については、社会保険庁の記

録によると、資格取得日が同年５月１日から厚生年金保険の資格喪失日である

同年４月 21 日に平成 13 年７月 24 日付けで記録訂正されており、それまでは

未加入期間であった上、記録訂正された時点では、昭和 58 年４月分の保険料

は時効により納付できない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和58年５月から60年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



岡山国民年金 事案 471 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 55 年１月から同年７月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 
 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 43年１月から 51 年 12月まで 

② 昭和 55年１月から同年７月まで 

時期は定かでないが、母がＡ市役所に出向き国民年金の加入手続を行った

と思う。Ｂ町役場か社会保険事務所のどちらかに母と一緒に出向き、母が６

万円まとめて納付した記憶があるので、申立期間が未納となっているのはお

かしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人の母親が、申立人の国民年金保険料を納付し

ていたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無い上、加入手続を

行い、保険料を納付していたとする申立人の母親は既に死亡しており、当時

の国民年金の加入及び保険料納付の具体的な状況は不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 46 年７月にＣ市で払い出

されているが、この時点では、申立期間の一部の国民年金保険料は特例納付

によるほかは時効により納付できないところ、特例納付を行ったことをうか

がわせる事情は無く、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当

たらない。 

さらに、Ｃ市の国民年金被保険者名簿によると、「昭和 47年 12月 15日不

在被保険者」、「49 年度不在再確認」とされていることから、保険料を納付

していたとは考え難い上に、Ｄ町に転出（昭和 51 年１月）するまでの間に

ついて保険料を納付した記録も無く、かつ、Ｄ町の国民年金被保険者名簿に



おいても保険料を納付した記録は無い。 

加えて、昭和 51 年４月からの住所地であるＥ町が発行している国民年金

保険料納付状況証明書(昭和 52年 10月 27日発行)によると、43年１月から

未納となっている。 

２ 申立期間②について、申立人の母親が、Ｂ町役場か社会保険事務所で６万

円をまとめて納付したとしているところ、社会保険庁の国民年金被保険者台

帳によると、Ｂ町に在住していた昭和 54 年に、52 年１月から 53 年３月ま

での過年度保険料(３万 600 円)を一括納付するとともに、昭和 53 年度保険

料をまとめて現年度納付（３万 2,760円）した可能性がある記録となってお

り、その当時、申立人の母親は、国民年金保険料の納付意識が高かったこと

がうかがえる。 

また、昭和 55 年１月から同年３月までの期間について、Ａ市の国民年金

被保険者名簿によると、Ｂ町からＡ市に転入後の 54 年 10 月から同年 12 月

までについては現年度納付していることが確認でき、かつ、55 年１月から

同年３月までの欄には 55 年３月３日付けの納付済みスタンプが押されてお

り、手書きによる×印の事跡があるものの、納付を取消したとする理由等が

確認できないことから、保険料は納付されたものと考えられる。 

  さらに、昭和 55 年４月から同年７月までの期間について、55 年８月 17

日に資格喪失しているが、社会保険庁の特殊台帳及びＡ市の国民年金被保険

者名簿の記録からみて、その当時に国民年金の資格喪失手続を行ったとみら

れ、上記の納付状況を踏まえると、資格喪失手続まで行った申立人の母親が

保険料を納付していないとは考え難い。 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 55 年１月から同年７月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 

    

 

 

 



                      

  

岡山厚生年金 事案 286 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち昭和 43 年９月から 44 年 10 月までの期間の厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることか

ら、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和 43 年９月１日に、資

格喪失日に係る記録を昭和 44 年 11 月１日に訂正し、昭和 43 年９月から 44

年９月までの標準報酬月額を１万 4,000円、44年 10月の標準報酬月額を１万

6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 43年６月から 44年 10月まで 

昭和 43年６月から知人の両親の紹介でＡ社に入社し、事務職として働き、

44年 10月末に結婚のため退社した。同時期に事務職として働いていた同僚

は、厚生年金保険に加入しているのに、私だけが加入していないのは、納得

できない。申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚及び申立人の証言から判断すると、申立人は、申立期間当時、Ａ社に

勤務していたことが認められる。 

また、申立期間当時の事務職員に係る同僚及び申立人の証言と当該事業所

において被保険者となっている事務職員数が一致すること及び同僚も「申立

期間当時は、経営状況が良く、同様の仕事に従事していた申立人が、厚生年

金保険に加入していないのは、おかしい」と証言していることからすると、

当該事業所では事務職員すべてを厚生年金保険に加入させていたことがうか

がえ、申立人も厚生年金保険の被保険者となっていたと考えるのが自然であ

る。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、同僚の入社時期及び厚生年金保

険の資格取得日からみて、申立期間当時Ａ社が厚生年金保険の加入を遅らせ

ていた期間(３か月)を除く期間について、厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、同僚の記録から昭和 43年９月



                      

  

から 44 年９月までを１万 4,000 円、44 年 10 月を１万 6,000 円とすることが

妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主が死亡しており不明であるが、仮に、事業主から申立人に係

るＡ社における被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後、被保

険者資格の喪失届も提出されているにもかかわらず、いずれの機会において

も社会保険事務所が当該届出を記録しないとは考え難いことから、事業主か

ら社会保険事務所へ資格の得喪に係る届出は行われておらず、その結果、社

会保険事務所は、申立人に係る昭和 43年９月から 44年 10月までの保険料に

ついて納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

岡山厚生年金 事案 287 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ病院における資格取得日に係る記録

を昭和 58 年５月 30 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 12 万 6,000 円と

することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 58年５月 30日から同年６月 1日まで 

昭和 58年５月、Ｂ病院を退職する際、Ｂ病院の総看護婦長とＡ病院の総

看護婦長が連絡をとりあい、厚生年金保険の加入期間が途切れないように配

慮してくださったことを覚えている。このため、昭和 58年５月 30日からＡ

病院に勤務していることは確かで、５月から厚生年金保険に加入していたと

思っていたが、厚生年金保険の資格取得日をみると、６月 1日となっており、

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ機構(申立期間当時の事業主の後継法人)から提出された人事記録により、

申立人がＡ病院に昭和 58年５月 30日から 60年８月 15日まで非常勤職員(看

護婦)として継続して勤務していたことが認められる。 

また、Ｃ機構は、非常勤職員の厚生年金保険の加入に関する取扱いについ

て、「申立期間当時、非常勤職員については、採用と同時に厚生年金保険に加

入させていたと考えられる」と回答しており、この回答は、複数の非常勤職

員について、採用日と厚生年金保険の資格取得日とを比較したところ、その

日付がほぼ一致することからも裏付けられる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 58年６月の社会保険事務

所の記録から、12万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主は不明であるとしており、このほかに確認できる関連資料及

び周辺事情はないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 



                      

  

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこと

から、行ったとは認められない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



岡山国民年金 事案 467 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 56年４月から同年８月までの期間及び 58年 10月から 61年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①昭和 56年４月から同年８月まで 

             ②昭和 58年 10 月から 61年３月まで 

    出産のために退職し厚生年金保険の資格を喪失した後は、将来のことを考

えて国民年金に加入し、保険料を空白無く掛けていたつもりだ。昭和 56 年

９月に国民年金に任意加入してからは金融機関において定期的に納付書で

納付した覚えがあるので、申立期間の加入記録と保険料の納付について確認

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人が国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無い。 

また、申立期間①については、申立人の居住市に保存されている申立期間当

時の「国民年金異動届兼申請書」によると、申立人が昭和 56 年９月２日付け

で国民年金の資格取得手続を行ったことが確認できる（申立人の国民年金手帳

記号番号の払出時期とも一致する）上、申立人の所持する国民年金手帳には、

「はじめて被保険者となった日 昭和 56 年９月２日 任」との記載があるこ

とから、制度上、任意加入対象期間である申立期間①までさかのぼって国民年

金に加入し、保険料を納付することはできない。 

さらに、申立期間②については、居住市に保存されている「国民年金異動届

兼申請書」によると、申立人が昭和 58 年 10 月 17 日付けで国民年金の資格を

喪失し、61 年４月１日付けで資格を再取得したことが確認できることから、

国民年金に未加入であった申立人について納付書が作成されたとは考え難く、

別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見



当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



岡山国民年金 事案 468 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 55年２月から 58年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年２月から 58年６月まで 

    昭和 55 年２月に自営業になった時、私自身が市役所本庁において加入手

続を行った。保険料については妻が納めていたと思うが、納付場所や保険料

額などは記憶に無い。私が加入する前から妻は継続して納付しており、世帯

主である私が未納となっているのはおかしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人の妻が国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無い。 

また、申立人の居住市に保存されている「国民年金異動届兼申請書」による

と、申立人自身が国民年金の加入手続を行った時期は昭和 60年９月 19日であ

ったことが確認できる上、保険料については、時効にかからない範囲で、当時

納付可能であった 58年７月までさかのぼって納付した記録（納付日は昭和 60

年 10月 11日）が確認される。 

さらに、申立人の加入記録については、昭和 60 年 12 月 18 日に訂正の届出

が行われ、当初申立人が届け出た加入日（昭和 55 年４月１日）が厚生年金保

険の資格喪失日に合わせて同年２月 14 日に訂正されたことが確認できること

から、「55 年２月に自営業になった時、私自身が市役所本庁において加入手

続を行った」とする申立人の主張は事実と相違する。 

加えて、申立人が保険料を納付していたと主張する申立人の妻からは、保険

料納付についての具体的な証言は得られず、申立期間について申立人に別の国

民年金手帳記号番号が払い出されていた形跡も無い上、ほかに申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



岡山国民年金 事案 469 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 62 年２月から平成２年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年２月から平成２年３月まで 

    私の母から、私が大学生であった申立期間当時、「学生も 20 歳になった

ら国民年金に加入した方が良いとの報道を見て、子供の将来のために納付を

しようと考え、市役所で加入手続をし、保険料は納付書を使い金融機関で納

めた」と聞いている。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人の母が国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無い。 

また、申立期間に係る国民年金手帳記号番号払出簿を縦覧しても申立人の氏

名は見当たらず、社会保険庁の記録上も国民年金手帳記号番号が払い出された

記録は存在しない上、申立人及び申立人の加入手続を行ったとする申立人の母

に聴取しても、申立期間当時には年金手帳の交付は受けていないとするなど記

憶は極めて曖昧
あいまい

であり、ほかに申立人について国民年金手帳記号番号が払い出

されていたことをうかがわせる事情も無い。 

さらに、申立人の母は、「子供３人の加入手続は、子供が 20 歳になった時

にすべて自分が行った」と述べているが、申立人の弟について加入及び納付記

録があるのは 20 歳になった昭和 63 年 10 月からではなく、学生が任意加入か

ら強制加入とされた平成３年４月からであり、20 歳からの加入及び納付記録

があるのは申立人の妹（平成３年５月 20歳到達）のみである。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



岡山国民年金 事案 472 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 37年１月から 41年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 37年１月から 41年３月まで 

    国民年金の加入手続は親が行ってくれたはずである。保険料の納付は地区

の婦人会の方が集金に来て、母が払ってくれていた。保険料は私が出してお

り、領収証書をオレンジ色の国民年金手帳に貼
は

っていた記憶があるのに納付

記録が無いのは納得いかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が、申立期間中の申立人の国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無い上、申立人の母親は既に死亡

しており、申立人自身は国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与していな

いため、申立期間における国民年金の加入状況及び国民年金保険料の納付状況

は不明である。 

また、申立人の基礎年金番号は厚生年金保険の番号となっており、平成９年

４月１日に国民年金の資格を取得するまで、別の国民年金手帳記号番号が払い

出された形跡はうかがえないことから、申立期間については、国民年金に加入

していたとは考え難い上、資格取得した時点では申立期間は時効で保険料を納

付できない。 

さらに、申立人は、昭和 39 年２月に結婚しており、氏名の変更、強制加入

から任意加入への変更手続が必要となるが、申立人に手続を行った記憶は無い。 

加えて、申立人がかつて所持していたとするオレンジ色の国民年金手帳は、

申立期間当時の手帳の色と異なっている。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



                      

  

岡山厚生年金 事案 288 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41年３月 1日から同年５月 31日まで 

昭和 41年２月に入社したＡ社が、同年３月１日に厚生年金保険の適用事 

業所になり、私は同時に厚生年金保険に加入しているはずであるが、申立期

間について、空白の期間が生じているので、厚生年金保険の被保険者であっ

たことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、事業主が申立人の給与から厚生年金保険料を控除して

いたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

また、社会保険事務所の保管する被保険者原票、厚生年金保険被保険者台

帳記号番号払出簿のいずれにも資格取得日は昭和 41年６月１日と記載されて

いる。 

さらに、申立期間当時の事業主は、「試用期間のため、未加入であったこと

が考えられる」と証言しており、当該事業所は、解散していることから、人

事記録等申立てに関する資料は確認できない。 

このほか、申立内容に係る事実を確認できる関連資料、周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

岡山厚生年金 事案 289 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 49年 11月 25日から 50年７月 20日まで 

申立期間については、Ａ社に就職し、主に売掛金を記帳する事務をして

いた。社会保険については、Ａ社の親会社であるＢ社で加入すると、Ｂ社の

社員から電話を受けた記憶がある。申立期間について、厚生年金保険の被保

険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、事業主が申立人の給与から厚生年金保険料を控除して

いたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

また、Ａ社は、厚生年金保険の適用事業所とはなっておらず、社会保険事

務所の保管する親会社のＢ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には

申立期間において、申立人の氏名の記載は無く、整理番号に欠番も無い。 

さらに、申立期間当時一緒に勤務していた上司から加入状況についての証

言は得られず、Ｂ社は解散しており、人事記録等申立てに関する資料は確認

できない。 

加えて、雇用保険の加入記録によれば、申立人は、申立期間に雇用保険の

被保険者とはなっていない。 

このほか、申立内容に係る事実を確認できる関連資料、周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 



                      

  

岡山厚生年金 事案 290 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44年９月から 46年４月まで 

申立期間については、Ａ社において浚渫をしている本船と陸上との間を

小さなボート船を運転し、作業員等の送り迎えを行っていた。申立期間につ

いて、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、事業主が申立人の給与から厚生年金保険料を控除して

いたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

また、Ａ社Ｂ支店(申立人の勤務場所を管轄する支店)は、厚生年金保険の

適用事業所とはなっておらず、加えて、社会保険事務所の保管するＡ社本店

に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には申立期間において、申立人の

氏名の記載は無く、整理番号に欠番も無い。 

さらに、雇用保険の加入記録によれば、申立人は、申立期間に雇用保険の

被保険者とはなっていない。 

加えて、Ａ社は解散していることから、人事記録等申立てに関する資料は

確認できない。 

このほか、申立内容に係る事実を確認できる関連資料、周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

岡山厚生年金 事案 291 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 19年 11月 26日から 31年４月 21日まで 

年金受給年齢に達し、その手続を行う際、申立期間については、脱退手 

当金を受給していることが判った。しかし、脱退手当金の受給手続を行った

ことは無く、受給もしてない。会社に色々と問い合わせをしたが、何も判ら

ないとのことだった。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業主から提出された「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標

準報酬決定通知書」(昭和 34年９月 19日資格取得時分)の備考欄に「一度資格

取得 脱退手当金受給」と記載されていることから判断すると、申立人の委任

に基づき事業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

また、社会保険業務センターが保管している厚生年金保険被保険者台帳には、

脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間

の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険

資格喪失日から約１か月後の昭和 31 年５月 28 日に支給決定されているなど、

一連の事務処理に不自然さはうかがえず、ほかに申立人に対する脱退手当金の

支給を疑わせる事情は見当たらない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

岡山厚生年金 事案 292 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 33年 12月８日から 34年７月 31 日まで 

Ａ社に途中退職することなく勤務しているにもかかわらず、申立期間に

ついて厚生年金保険の加入記録がないことについて、どうしても納得できな

い。厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、事業主が申立人の給与から厚生年金保険料を控除して

いたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

また、社会保険事務所の保管する当該事業所に係る健康保険厚生年金保険

被保険者名簿には申立期間において、申立人の氏名の記載は無く、整理番号

に欠番も無い。 

さらに、申立期間当時一緒に勤務していた者について厚生年金保険の加入

状況をみると、申立人と同様、加入期間に空白が生じている者がみられる。 

加えて、Ａ社は解散しており、人事記録等申立てに関する資料は確認でき

ない。 

このほか、申立内容に係る事実を確認できる関連資料、周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 



                      

  

岡山厚生年金 事案 293 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 23 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 39 年９月 24 日から 44 年ごろまで 

         ② 昭和 55 年 10 月２日から 58 年ごろまで 

厚生年金保険の加入期間について社会保険事務所に照会したところ、

申立期間について厚生年金保険に加入していないとの回答を受けた。 

Ａ社（申立期間①）及びＢ社（申立期間②）に勤務し、調理関係の

仕事をしていたので、厚生年金の被保険者であることを認めてほし 

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間について、事業主が申立人の給与から厚生年金保険料を控除し

ていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

また、雇用保険の加入記録によれば、申立人は、申立期間中、雇用保

険の被保険者となっていない。 

さらに、社会保険事務所の保管する当該事業所に係る健康保険厚生年

金保険被保険者原票には、申立期間（申立期間①については国民年金の

申立期間の昭和 43 年１月 19 日以降を除く。）において申立人の氏名の

記載は無く、整理番号に欠番も無い。 

加えて、申立期間①については、先輩等からも具体的な証言を得るこ

とができない上に、Ａ社（承継会社含む）は書類を保存しておらず、人

事記録等申立てに関する資料は確認できない。 

また、申立期間②については、Ｂ社は全喪しており、人事記録等申立

てに関する資料は確認できない上に、実際に勤務していたとするレスト

ランは適用事業所となっていない。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料、周辺事情は見当た

らない。 

   これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 



                      

  

岡山厚生年金 事案 294 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 37 年 12 月 1 日から 38 年 12 月 31 日まで 

昭和 37 年６月から約２年間Ａ社に勤務し、その後出向元であるＢ社

に戻った。厚生年金保険の加入期間が６か月しかないとは考えられない。 

前の会社から一緒に出向した同僚がいるので、調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間について、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことを確認できる給与明細などの資料は無い。 

また、申立人と一緒に出向元に異動したと主張している同僚も申立人

と同様、昭和 37 年 12 月１日にＡ社での厚生年金保険の資格を喪失して

いる。 

さらに、Ａ社は昭和 38 年８月１日に全喪しており、申立期間の一部は

適用事業所となっていない。 

加えて、出向元であるＢ社は昭和 39 年１月１日に初めて厚生年金保険

の適用事業所となっており、申立期間は適用事業所ではない。 

このほか、申立に係る事実を確認できる関連資料、周辺事情は見当たら

ない。 

   これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 


